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I．はじめに
　診療参加型臨床実習といわれて，どのような
ことを想像するであろうか．学生に入院患者を
割り振り，医療面接・身体診察，鑑別診断・治
療についてのレポートの作成やプレゼンテー
ションなどをさせ，口頭試問などの試験を行う
といったことを想像する教員が多いのではない
だろうか．確かにこれも診療参加型臨床実習の
一部ではあるが，これで完結する実習は，実診
療の枠外で行われるということで模擬診療型臨
床実習に分類される 1)．文科省が推し進める医
学教育改革や分野別認証評価で求められる診療
参加型臨床実習は，診療チームの一員として実
際の診療に参加し，指導医の指導・監視の下に
診察，診療録記載，診療計画，医行為の実施と
いった実診療に沿った実習に携わり，医師とし
ての職業的な知識・思考法・技能・態度の基本

的な内容を学ぶための実習であり，各診療科の
知識に主眼を置くものではない．多くの教員は，
このような診療参加型臨床実習を経験したこと
がないと思われる．それゆえ，従来の臨床実習
から診療参加型臨床実習に移行するためには，
診療参加型臨床実習では何を求められているの
か，どのような手順で実習を進めるのかを指導
教員が理解することが最も重要である．
　以下に診療参加型臨床実習の概要とそれに移
行するために必要な事項および本学での準備状
況について解説する．

II．診療参加型臨床実習
　 診 療 参 加 型 臨 床 実 習 が 注 目 さ れ る よ う
に な っ た の は，2010 年 米 国 の Educational 
Commission for Foreign Medical Graduates 
(ECFMG) が申請条件として，「2023 年以降は
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　分野別認証評価だけではなく，文部科学省の指針で
も，医学部の臨床実習は診療参加型への転換が求めら
れている．
　診療参加型臨床実習は，学生が診療チームの一員と
して実際の診療に参加し，指導医（指導教員から研修
までを含む）の下に実診療に沿った実習に携わり，医
師としての職業的な知識・思考法・技能・態度の基本
的な内容を学ぶことを目的とする．教員はこのことを
念頭に学生の指導にあたり，知識のみではなく，思考

法・技能・態度も評価を行う必要がある．評価には，
総括的評価と形成的評価がある．形成的評価に用いる
評価表は医学教育学講座で案を作成したが，多くの教
員はこの評価法に慣れていないため，早期にトライア
ルを開始し，評価者へのフィードバックや評価項目の
修正などを行うべきである．
　大学は，臨床実習における様々な規則や到達目標
などを記載した診療参加型臨床実習要項と学生に許
容される医行為基準の作成を早急に行うべきである．
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国際的な認証評価を受けている医学部・医科大
学の卒業を必須とする」と発表した 2) ことによ
る．日本が採用した世界医学教育連盟（WFME）
の基準 3) の中には，臨床実習はおおむね 2 年間
で，参加型臨床実習を含むと書かれている．
　しかし，日本では，1987 年文部省に設置さ
れた医学教育の改善に関する調査研究協力者会
議の最終まとめ 4) の中にすでに，診療参加型臨
床実習という文言が使われており，1999 年の
21 世紀医学・医療懇談会（文科省）4 次報告 5)

では，診療参加型臨床実習の推進を，2009 年
の「臨床研修制度の見直し等を踏まえた医学教
育の改善について」6) では，診療参加型臨床実
習への移行を強く推奨している．
　前述のごとく，診療参加型臨床実習は，診療
チームの一員として実際の診療に参加し，指導
医（指導教員から研修までを含む）の下に実診
療に沿った実習に携わり，医師としての職業的
な知識・思考法・技能・態度の基本的な内容を
学ぶことを目的とする．北村 7) は，診療参加型
臨床実習の主な特徴を以下のように述べてい
る．
　1．学生は医療現場で必要になる医師として
の以下のような能力を総合的に学び身につけ
る．このためには，学生には主体性と責任感を
もって学ぶことが求められる．
　a ．思考法（臨床推論，臨床判断・決定，診
療計画の立案など）
　b． 医療面接，身体診察，基本的臨床手技，
診療録その他の文書作成などの技能
　c ．診療や学習の態度（医師のプロフェッショ
ナリズム）
　2．学生の学びの対象は，患者と医師，看護
師などの診療スタッフ全員である．
　3．指導医チーム（研修医を含む）は，学生
の診療能力に応じた診療業務を分担させ，能力
向上に応じて次の段階の業務を任せる．これに
より，学生は，必要な知識，思考法，技能，態
度の段階的，継続的に学ぶことができる．

　4．指導医から継続的な評価を受ける，ある
いは統合的な評価・管理の下，診療科を超えて
継続性のある教育がなされる．
　5．上級医（特に研修医）も学生からの質問
により，自己学習が促進される．
　また，医学教育分野別評価基準日本版 3) には，
重要な診療科として内科，外科，精神科，総合
診療科 / 家庭医学科，産婦人科，小児科を含む
と記されている．モデル・コア・カリキュラム
8) ではそのほかに救急医療，地域医療を挙げてお
り，臨床実習は 1, 2 週の配属期間で診療科ごと
に独立した学習評価を受けるのではなく，1 診
療科 4 ～ 12 週の配属期間の中で継続的な評価を
受けることが必要 9) としている．その例として，
阿部 10) は，アメリカの診療参加型臨床実習の期
間は内科 12 週，外科 12 週，小児科 8 週，産婦
人科 6 週，精神科 6 週，家庭医学 4 週が標準で
あり，他の診療科は選択制であると述べている．
　以上からわかることは，端的に言えば，診療
参加型臨床実習とは初期臨床研修の前倒しであ
る．但し，学生は医師免許を持っていないの
で，行える医行為に限度があるため，医行為基
準（これに関しては後述する）という制限のつ
いた初期臨床研修ということになる．従って，
指導医は初期臨床研修医を指導する要領で指導
を行い，評価をするといえばわかりやすいと思
う．くどいようであるが，医師免許を持ってい
ない学生が医行為を行うため，常に指導医の監
督の下で医行為を行わせること，患者の承諾を
得ることが重要であることを念頭に置いておく
必要がある．
　現在，検討中である本学の臨床実習案は，4
年生の 11 月から開始され，40 週間の模擬診療
型実習に続き 6 週間の外部での地域医療実習と
24 週の選択性診療参加型臨床実習の 70 週であ
る．この中で，教員が行う学生評価を中心に，
今後教員が経験しておくべき事項を説明する．
診療参加型臨床実習の評価は，これまでも各科
で行われている知識を含めた総括的評価のほか
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1
)診

療
計

画
は

不
正

確
も

し
く
は

的
外

れ
で

あ
る

1
)お

お
む

ね
正

確
に

診
療

計
画

を
作

成
し

、
説

明
で

き
る

1
)ほ

ぼ
完

璧
に

診
療

計
画

を
作

成
し

、
説

明
で

き
る

1
)完

璧
に

診
療

計
画

を
作

成
し

、
説

明
し

た
上

で
、

患
者

に
起

こ
る

可
能

性
の

あ
る

不
利

益
に

つ
い

て
も

説
明

で
き

る

9
医

行
為

へ
の

参
加

1
)何

事
に

も
受

け
身

的
で

、
医

療
チ

ー
ム

へ
の

参
加

も
消

極
的

で
あ

る
2
)患

者
報

告
を

せ
ず

、
勝

手
な

行
動

を
と

る
た

め
、

患
者

の
安

全
を

確
保

で
き

な
い

1
)指

摘
さ

れ
た

こ
と

に
対

し
て

は
反

応
す

る
が

、
率

先
し

て
行

動
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

2
)指

導
教

員
へ

の
患

者
報

告
が

で
き

な
い

1
)指

摘
さ

れ
た

こ
と

に
対

し
て

改
善

に
務

め
、

適
宜

率
先

し
て

行
動

す
る

こ
と

が
で

き
る

2
)患

者
報

告
を

毎
日

行
う

こ
と

が
で

き
る

が
、

一
部

正
確

性
を

欠
く

1
)行

動
に

対
す

る
評

価
を

受
け

入
れ

、
常

に
自

分
を

変
え

よ
う

と
努

力
を

行
う

2
)患

者
報

告
を

毎
日

正
確

に
行

う
こ

と
が

で
き

る

1
)行

動
に

対
す

る
評

価
を

自
ら

求
め

、
常

に
自

ら
学

ぼ
う

と
行

動
し

て
る

2
)完

璧
な

患
者

報
告

が
で

き
る

1
0

問
題

解
決

能
力

1
)問

題
点

を
挙

げ
る

こ
と

が
で

き
ず

、
誤

っ
た

問
題

解
決

を
行

う
1
)問

題
点

の
把

握
が

不
適

切
で

、
問

題
解

決
も

不
十

分
で

あ
る

1
)重

要
な

問
題

点
は

把
握

で
き

、
問

題
解

決
は

お
お

む
ね

適
切

で
あ

る
1
)問

題
点

を
十

分
に

把
握

し
、

そ
の

問
題

解
決

は
適

切
で

あ
る

1
)問

題
点

の
把

握
と

そ
の

優
先

順
位

、
問

題
解

決
は

完
全

で
あ

る

1
1

患
者

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

1
)患

者
の

ニ
ー

ズ
、

感
情

、
希

望
に

対
し

取
り

合
わ

な
い

2
)患

者
を

学
習

材
料

と
と

ら
え

、
共

感
を

欠
く

1
)患

者
の

ニ
ー

ズ
、

感
情

、
希

望
に

対
し

配
慮

に
欠

け
る

こ
と

が
時

に
あ

る
2
)患

者
と

の
良

好
な

関
係

を
築

く
こ

と
が

で
き

な
い

1
)患

者
の

ニ
ー

ズ
、

感
情

、
希

望
に

対
し

お
お

む
ね

配
慮

で
き

て
い

る
2
)患

者
と

の
良

好
な

関
係

を
築

く
こ

と
が

で
き

る

1
)患

者
の

ニ
ー

ズ
、

感
情

、
希

望
に

配
慮

し
た

行
動

を
常

に
と

る
こ

と
が

で
き

る
2
)患

者
と

の
良

好
な

関
係

を
保

ち
、

楽
し

ま
せ

る
こ

と
が

で
き

る

1
)患

者
の

ニ
ー

ズ
、

感
情

、
希

望
に

配
慮

し
た

行
動

を
と

り
、

患
者

と
打

ち
解

け
る

の
に

ず
ば

抜
け

て
い

る
2
)患

者
に

積
極

的
に

関
わ

り
共

感
、

尊
敬

を
示

す

1
2

医
療

チ
ー

ム
の

他
の

メ
ン

バ
ー

と
の

関
係

1
)協

調
性

が
な

く
、

診
療

チ
ー

ム
の

一
員

と
し

て
馴

染
め

な
い

1
)消

極
的

で
、

診
療

チ
ー

ム
の

一
員

と
し

て
は

不
十

分
で

あ
る

1
)協

調
性

が
あ

り
、

診
療

チ
ー

ム
の

一
員

と
し

て
良

好
な

関
係

を
築

く
こ

と
が

で
き

る
1
)良

好
な

人
間

関
係

を
保

ち
、

診
療

チ
ー

ム
の

一
員

と
し

て
積

極
的

に
協

力
、

行
動

で
き

る
1
)診

療
チ

ー
ム

す
べ

て
の

メ
ン

バ
ー

の
感

情
を

尊
重

す
る

こ
と

に
長

け
て

お
り

、
チ

ー
ム

の
一

員
と

し
て

信
頼

を
得

て
い

る

1
3

自
己

の
職

業
能

力
と

そ
の

限
界

に
即

し
た

行
動

1
)自

ら
の

限
界

に
気

づ
か

ず
、

指
導

教
員

の
指

示
に

従
わ

な
い

2
)責

任
を

回
避

す
る

3
)自

分
の

不
十

分
さ

に
全

く
自

覚
が

な
く
、

助
言

に
耳

を
傾

け
よ

う
と

し
な

い

1
)指

導
教

員
の

指
示

に
は

従
う

が
、

自
ら

の
限

界
に

対
す

る
理

解
が

不
十

分
で

あ
る

2
)失

敗
に

気
付

か
ず

、
時

に
不

誠
実

で
あ

る
3
)批

判
に

対
し

時
に

抵
抗

を
示

す

1
)自

ら
の

限
界

を
理

解
し

、
指

導
教

員
の

指
示

に
従

う
こ

と
が

で
き

る
2
)失

敗
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
3
)批

判
を

受
容

で
き

る

1
)自

ら
の

限
界

と
指

導
教

員
の

指
示

を
理

解
し

た
上

で
、

自
ら

の
能

力
向

上
に

努
め

る
こ

と
が

で
き

る
2
)失

敗
を

認
め

、
誠

実
に

対
応

で
き

る
3
)感

謝
を

持
っ

て
批

判
を

受
容

す
る

1
)自

ら
の

限
界

を
理

解
し

、
能

力
向

上
の

た
め

積
極

的
に

指
導

教
員

に
指

導
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
　

2
)医

行
為

に
対

し
て

常
に

責
任

あ
る

行
動

を
取

る
  
3
)自

己
変

革
す

る
こ

と
が

で
き

る

1
4

自
己

学
習

能
力

1
)要

請
さ

れ
た

本
、

文
献

か
ら

学
習

す
る

意
欲

を
認

め
な

い
 1

)要
請

さ
れ

た
読

書
は

行
う

が
、

新
し

い
知

識
の

修
得

の
た

め
の

検
索

は
行

わ
な

い
1
)新

し
い

知
識

の
修

得
の

た
め

の
検

索
を

自
発

的
に

行
う

1
)新

し
い

知
識

修
得

に
貪

欲
で

あ
る

1
)知

識
修

得
は

患
者

の
た

め
と

の
認

識
で

通
常

以
上

に
努

力
す

る

1
5

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
の

記
載

と
内

容
1
)臨

床
実

習
を

振
り

返
っ

て
の

自
己

評
価

お
よ

び
今

後
の

学
習

計
画

を
作

成
で

き
な

い
1
)臨

床
実

習
を

振
り

返
っ

て
の

自
己

評
価

お
よ

び
今

後
の

学
習

計
画

は
不

適
切

あ
る

い
は

不
十

分
で

あ
る

1
)臨

床
実

習
を

振
り

返
っ

て
の

自
己

評
価

お
よ

び
今

後
の

学
習

計
画

は
お

お
む

ね
適

切
で

あ
る

1
)臨

床
実

習
を

振
り

返
っ

て
の

自
己

評
価

お
よ

び
今

後
の

学
習

計
画

は
適

切
か

つ
十

分
で

あ
る

1
)臨

床
実

習
を

振
り

返
っ

て
の

自
己

評
価

は
的

確
で

、
今

後
の

学
習

計
画

も
秀

で
て

い
る

総
合

評
価

明
ら

か
に

不
合

格
不

合
格

だ
が

改
善

可
能

合
格

レ
ベ

ル
学

生
と

し
て

は
良

く
で

き
る

医
師

と
違

い
が

な
い

レ
ベ

ル

表
１

　
医

学
教

育
学

講
座

で
用

意
し

た
ル

ー
ブ

リ
ッ

ク
の

一
部

　
D

. 
診

療
・
学

習
行

動
の

基
盤

と
な

る
態

度

　
E
 .
自

己
評

価

　
A

. 
情

報
収

集

　
B

 .
評

価
と

診
療

計
画

の
立

案

　
C

 .
診

療
計

画
の

実
施

2
3



に，臨床技能や医師としてのプロフェッショナ
リズムに対する評価を行うことになる．この評
価では，科を超えた統一評価表を用いて，時間
進行性に進歩を評価する形成的評価を行うこと
になる．この統一評価として，ルーブリックを
用いて指導教員が学生を評価する評価，学生の
自己評価，患者評価，多職種評価，学生による
指導体制評価の 5 つの評価表と，ポートフォリ
オとして毎日の目標，実習内容などを記載し，
これに対し毎日指導医がアドバイスを記入する
毎日の記録，病棟担当患者用カルテ見本，主に
外来で用いる症例抄録，地域医療実習用ポート
フォリオを医学教育学講座で準備した．ポート
フォリオに関しては各科で使いやすいように改

変してもらってよいが，統一評価に関しては変
更なく使用する．本学用のルーブリックの一部
を表 1 に示す．15 の項目を 1 ～ 5 の 5 段階で
評価し，最後に総合評価を行うものである．合
格レベルを 3 に設定しており，多くの学生は 3，
よくできる学生が 4 で，5 に相当する学生はほ
とんどないとの認識でよい．また，統一評価に
関しては，各科の意見により年度ごとの改訂を
行う予定である．
　このほかに，学生が病名を知らされていない
患者に対して医療面接や診察などを行い，鑑別
診断などを考え，治療法などについても考えさ
せるような臨床推論を含む実習も必要で，その
ためには外来患者に協力をしてもらうのがよ
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表 2．簡易版臨床能力評価表

患者 ID:
症例の複雑さ：易　普通　難
1. 病歴
2. 身体診察
3. コミュニケーション能力
4. 臨床診断（診断など）
5. プロフェッショナリズム
7. 総合

場面：救急外来・入院患者・一般外来・当直・訪問診療・その他（　　　　　　　　）

臨床現場で教員の先生に評価してもらうための評価表です．各科で最低 2 ～ 4 回程度、教員に依頼して，自分
の診療活動について評価してもらってください．　　　　　　
＊教員の先生方へ：入院病棟・外来・救急などにおいて以下の評価基準・評価方法を参考に，学生が患者と関
わる様子を 10 ～ 15 分程度観察して評価して下さい。　　　　　　

科別：　　　　　　　　　　　日時：　　　年　　　月　　　日

1

□
□
□
□
□
□

2

□
□
□
□
□
□

3

□
□
□
□
□
□

4

□
□
□
□
□
□

5

□
□
□
□
□
□

6

□
□
□
□
□
□

U/C

□
□
□
□
□
□

望まれる能力のある段階を 4 として，ボーダーラインが 3，能力が明らかにそれ以下の時は 2，1，それ以上に
あるとき 5，6 をつける．U/C はコメントできないとき
 良かった点  改善すべき点

評価者と合意した学習課題

評価者所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
学生サイン

文献 11) より引用
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いと思われる．この場合の評価方法としては，
miniCEX (mini clinical evaluation exercise) を
用いることが多いので，診療参加型臨床実習等
における経験と評価の記録案 11) にあるものを
表 2 に示しておく．
　以上のように，学生には一連の流れとしての
経験と多くの評価が必要になるが，マイナー科
の多くの教員は，初期臨床研修医の指導も経験
したことがないため，2 年後の適用前に経験，
準備する必要があり，また，評価者間の個人差
をできるだけなくすためにも，統一評価は早期
にトライアルを開始し，教員へのフィードバッ
クを行うべきである．
　また，学生には診療参加型臨床実習の進め方，
意義などを理解してもらうことを目的に，教員
には学生に臨床実習の意義を教えるとともに，
全ての教員に診療参加型臨床実習を理解しても
らうことを目的に，4 ～ 5 年の 40 週の学内臨
床実習では preclinical clerkship として全臨床
科を1～2週単位で経験する実習案を作製した．
そのため，本学の臨床実習案では，1 か月以上
の連続した診療参加型臨床実習が行えるのは，
5 年の 10 月からの 24 週の選択制実習になる．
なお，学生の 1 日の流れに関しては診療参加型
臨床実習要項（案）に掲載した．

　III．診療参加型臨床実習に向けての
　　          大学としての準備
　診療参加型臨床実習の準備については，2004
年に日本医学教育学会卒前教育委員会によって
報告された「診療参加型臨床実習における望ま
しい教育体制のあり方」12)（以下　教育体制の
あり方）がある．この教育体制のあり方の順に
従って，本学の対応，準備状況について説明す
る．
　1．全体に共通する事項の設計と実習運営の

指針
　具体的に検討する事項が教育体制のあり方に
示されているので表 3 に示すとともに，本学で
の対応について説明する．
　診療参加型臨床実習の実施のためのガイドラ
イン 9) と他大学の臨床実習要項を参考に，医学
教育学講座で診療参加型臨床実習要項（案）（以
下：実習要項）を作成した．この中に具体的に
検討する事項に関する内容が掲載されている．
このほかに，臨床実習に関すル各種の評価案，
ポートフォリオ，臨床実習予定表の各案を作成
した．
　1）診療参加型臨床実習の意義の明確化
　医学部長もしくは医学部教務委員長に記載し
てもらうページを実習要項に設けた．診療参

表 3．全体に共通する事項

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

文献 9) より引用

診療参加型臨床実習の意義の明確化
医学部としての学習目標
診療参加型臨床実習の準備教育の設計
学生が配属される時期と期間の設計
必修制・選択制・希望制の設計
配属先の決定（全科，主要な科，受け入れを希望する科）
診療チームへの参加と指導方法のありかたについて
医学部として学生に許容する医行為と病棟業務の範囲
インフォームド・コンセントの取得に関する指針
学生が当事者となる医療事故や紛争における法的責任について
学生に起こる事故などの予防策と事故後の対応策
診療参加型臨床実習中の事故に対する保険への加入手続きについて
学習評価方法
実習が困難な学生への対処指針
プログラム評価方法
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加型臨床実習の実施のためのガイドライン 9) に
は，テーマとして「わが大学が目指す医師像」「21
世紀の社会に求められる医師像」「グローバル
スタンダード」「海外のあるいはわが国の医学
教育の沿革と将来」などがあげられている．
　2）医学部としての学習目標
　カリキュラム・ポリシー，ディプロマ・ポリ
シー，臨床実習到達目標（案）を実習要項に掲
載した．
　3）診療参加型臨床実習前の準備教育の設計
　現在 OSCE 前に行われている実習がこれに
相当する．OSCE に対する実習のみではなく，
診療参加型臨床実習に関する説明（実習の目
的、評価など），カルテの書き方，プレゼンテー
ションの仕方などの講義を行うことも必要であ
ろう．
　4）学生が配属される時期と期間の設計，
　5）必修制，選択制，希望制の設計
　現在の臨床実習はポリクリ 38 週，高次ポリ
クリ 10 週であるが，診療参加型臨床実習では，
分野別認証評価に求められる約 2 年間の臨床実
習の条件を満たすため，4 年生の 11 月から 5
年生の 10 月までの 40 週で全臨床科をまわる院
内実習，5 年生の 1 月後半から 2 月の 6 週間に
わたる地域医療実習，その前後の選択制臨床実
習24週の70週案を医学教育学講座で準備した．
選択制臨床実習は，1 診療科 4 週以上で，地域
医療実習後の 16 週間は 4 週 4 科以外に，5 週・
5 週・6 週計 3 科，6 週・6 週・4 週計 3 科など
学生の希望に合わせた実習プランを用意するこ
とを提案する．このとき，1 診療科は 1 人の指
導教員のグループで実習をさせることを基本と
する．
　6）配属先の決定
　4, 5 年生の実習予定表は教務課で作成し，地
域医療実習，選択制臨床実習は希望制とし，受
け入れ枠を超える科は第 2，第 3 希望への変更
を要請する案を提案するが，最終的には教務委
員会が決定をする．

　7）診療チームへの参加と指導方法のありか
たについて

　実習要項に臨床実習チームの教育体制，一日
の基本的流れ，臨床実習を実施する上での学生
および医師における留意点の項をもうけ，掲載
した．
　指導教員が行うことに関しては前述した．
　8）医学部として学生に許容する医行為と病

棟業務の範囲
　診療参加型臨床実習の実施のためのガイドラ
イン 9) や診療参加型臨床実習のための医学生の
医行為水準策定 13) などに例示があるが，診療
科ごとに定める必要のある項目などが不十分で
あるため，千葉大学シラバスにある医行為基
準 14) 項目を加えた一覧表を医学教育学講座で
作成した．本学の医行為基準を策定するために，
この一覧表を用いて，教務委員会が各診療科に
アンケート調査を行っている．現在の臨床実習
でも医行為は行われているため，早急に本学の
医行為基準を策定しなければならない．
　9）インフォームド・コンセントの取得に関

する指針
　診療参加型臨床実習のための医学生の医行為
水準策定 13) にある説明書および承諾書を実習
要項に掲載した．地域医療実習は 3 年次にもあ
るため，この場合の説明書および承諾書を準備
した．
　10）学生が当事者となる医療事故や紛争にお   
         ける法的責任について
　臨床実習検討委員会最終報告 15) の中で，臨
床実習中の医学生による医行為の法的位置づけ
と違法性阻却についての政府の見解が明らかに
されている．
  11）学生に起こる事故などの予防策と事故後   
        の対応策
　実習要項に掲載欄を設けたが，大学としての
方針は決定されておらず，連絡体制を含め，医
療安全対策室などと検討し，掲載文などを検討
する必要がある．これに関しては，現在の臨床
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実習でも事故は起こりうるため，早急に文書化
（図表化）する必要がある．
　12）診療参加型臨床実習中の事故に対する保 
         険への加入手続きについて
　現在学生は，大学が定めた保険に加入してい
るが，学生が起こした医療事故や院外実習での
事故に対する保険の適応が明確ではなく，確認
作業を早急に行い，対策を行う必要がある．
　13）学習評価表
　実習中の評価に対しては，前述のごとく形成
的評価に関するものは医学教育学講座で準備を
行った．各科での評価については，実習要項に
到達目標とともに評価法などを掲載する必要が
ある．分野別認証評価では，進級基準，試験の
種類と回数，追再試の回数などの明記を求め
ている．臨床実習の評価には知識のみではな
く，技能・態度などの評価法の明記も求められ
ているため，診療参加型臨床実習予定表案には
advanced OSCE の期間も盛り込んだ．
　14）実習が困難な学生への対処指針
　教務委員会での検討，文書化が必要である．
　15）プログラム評価方法
　学生，教員へのアンケートを行い，これらの
意見を改善に役立てることが必要である．
また，プログラムの立案と実施，評価は独立し
た機関である必要が求められているため，独立
してプログラム評価を行う委員会を設立しなけ
ればならない．

　2．患者への説明と理解の促進
　教育体制のあり方には，一般的な協力依頼と
インフォームド・コンセント取得の際に行う詳
しい説明の 2 種があり，前者は，入院の手引き
や病院のホームページなどに掲載し，患者のみ
ではなく関係者すべてに知らせることにより，
国民的な理解を得る機会となると記されてい
る．本学でも入院案内やホームページ上への協
力依頼を行うべきと考える．また，学生が医療
面接，診察以外の医行為を行う際には，主治医
もしくは指導教員による個別の患者への説明と
承諾を得る必要がある．承諾書については，前
述のごとく実習要項に掲載した．
　3．実習開始までの準備
　学生の感染予防のため，B 型肝炎，麻疹，水痘，
流行性耳下腺炎，インフルエンザなどの罹患歴
調査，抗体検査および予防接種が必要とされて
いるため，学生による事故の対応法を含め医療
安全対策室などと共同で，学生用の安全対策マ
ニュアルを作製するなどの対策が必要である．
　診療参加型臨床実習の教員に対する周知に
は，新任教員や診療参加型臨床実習未経験の再
任教員に対する説明会が必要であるが，これら
の教員が一堂に会するのは困難であることを考
えれば，臨床実習教育担当者を各診療科にもう
け，診療科の臨床実習全般を仕切るとともに，
教員教育も担当してもらうことが必要と考え
る．

表 4．国内外の病院・診療所などへ学生を派遣する際の手引き

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

文献 9) より引用

学生に対する派遣申し込み手続きの説明
応募した学生の過去の成績（筆記試験，OSCE，学習態度）の審査と面接
派遣先となる病院に独自の教育プログラムや宿泊施設などの情報収集
派遣先となる病院に対する診療参加型臨床実習カリキュラムの説明
派遣先となる病院との打ち合わせと契約
実習費用の負担に関する取り決めと負担行為

「臨床教授（助教授・講師）」称号関係の手続き
学生の紹介（紹介状作成）
学生を指導する医師による実習評価表への記入の依頼
プログラム評価結果のフィードバック方法
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　地域医療実習などの学外実習に対する手続き
も必要になってくるが，その例が教育体制のあ
り方 9) に表として掲載されているので，表 4 に
示しておく．

IV．診療参加型臨床実習に向けての
　　　　  各診療科としての準備
　1．学習目標の立案
　現在のシラバスにもあるように，一般目標，
到達目標を立案し，学習要項に記載する必要が
ある．ここで注意すべきことは，到達目標は知
識に関することのみではなく，技能・態度に関
する到達目標も設計する必要があるということ
である．さらに，臨床実習全体としての到達目
標が設計されているので，これも意識しつつ各
科の目標を設計する必要がある．
　2．週間スケジュールの作成
　現在シラバスの掲載されているスケジュール
表は，授業時間にあわせて，1 限目から 4 限目
の予定表として作成されているが，診療参加型
では学生をチームの一員として診療させること
が前提であるため，授業時間で予定を区切る必
要はないと考える．実習要項の 1 日の流れには，
学生は朝一番に担当患者を回診し，9 時までに
指導医に報告することとしている．また，各科
の事情により症例検討会などの行事の時間はま
ちまちであり，これにあわせたスケジュール表
を作成すべきである．このときに配慮すべきは，
毎日長時間の拘束をするのではなく，学生が自
己学習をする時間的余裕をもてるように設計す
ることである．また，実習と関係のない飲み会
などの強要も控えるべきである．
　3．担当症例
　可能な限り高頻度疾患や重要疾患の患者を割
り当てるように配慮する．また，患者へのイン
フォームド・コンセントを取得しておくことも
重要で，内容に変更・追加が生じたときにもイ
ンフォームド・コンセントを取る必要がある．

　4．各科プログラムの評価
　全体のプログラムとは別に，各科のプログラ
ムも評価する必要があり，学生や研修医を含む
指導医からのアンケートや懇談会などの準備も
必要である．

V．担当指導医の役割
　基本的には診療科の方針にあわせて指導を行う
ことになるが，医行為など何を行わせるかについ
ては，学生の臨床能力，実習態度に合わせて決定
する必要があり，場合によっては指導教員の判断
でプログラムを変更する必要がある．また，医行
為を行わせる場合には，チーム内の指導医の監視
の下で行わせなければならいことを常に念頭に置
く必要がある．評価に関しては診療参加型臨床実
習の項で説明したとおりである．

V．早期対応事項
　現在，教務委員会を中心に準備が進められて
いるが，最後に早急に対応すべき事項について
項目を挙げておく．
　1．学生の形成的評価の早期導入
　現在の学生を評価する意味だけではなく，指
導医が評価の実際を経験し，混乱なく診療参加
型臨床実習に移行するためと導入前に改善点を
見いだし改善しておくため，早期の開始が必要
である．また早期の導入は，指導教員間での個
人差を調整するためのフィードバックにも役立
つと考える．
　2．医行為基準の策定
　現在の臨床実習にも適用されることであるの
で，早期の策定が必要である．
　3．診療参加型臨床実習要項
　安全対策など不十分なところがあるため，関
係部署と協力し，完成させる必要がある．その
ためには相応の時間を要するため，早期の対応
が必要である．
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VI．まとめ
　1．教員は，診療参加型臨床実習に求められ
るものは何かを理解し，2 年後の導入に向けて
準備を行う必要がある．
　2．形成的評価に関しては，早期にトライア
ルを開始し，教員へのフィードバックと評価項
目の修正を行うべきである．
　3．大学としての医行為基準を策定する必要
がある．

　4．学生の医療安全や到達目標を含む臨床実
習要綱の作成に関して，早期に取りかかること
が望まれる . 

　利益相反：著者には開示すべき利益相反はない．
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